
納　期　限

くらしの相談

おおかわ　　ひで き

てらさき　　すず こ

◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※毎週火曜日９時から16時は、
　　人権擁護委員が常駐しています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　３月９日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員

　　　大川　秀樹　氏
　　　☎0738-23-3908

　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

今月の納期限は３月31日（木）です
◇国民健康保険税（10期）
◇後期高齢者医療保険料（９期）
◇介護保険料（3月分）

　
３
月
31
日
で
「
乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
」
の
受
給
期
間
が
満
了

と
な
る
方
は
、
４
月
１
日
よ
り
新

た
に
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
制

度
」
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
認

定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。

　
対
象
家
庭
に
は
、
３
月
初
旬
に

案
内
及
び
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
の

健
康
保
険
証
な
ど
必
要
書
類
を
持

参
の
う
え
、
健
康
福
祉
課
福
祉
医

療
係
に
て
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
手
続
き
が
完
了
し
な
い

場
合
は
、
受
給
資
格
が
発
生
し
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
　
健
康
福
祉
課 

福
祉
医
療
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

　
在
宅
で
育
児
を
し
て
い
る
世
帯

に
お
い
て
、
第
二
子
以
降
に
対
す

る
支
援
制
度
の
令
和
３
年
度
分
の

支
給
を
受
け
る
に
は
、
年
度
内

（
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
）
の

申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
乳
児

　
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る

　
（
令
和
２
年
４
月
１
日
〜
令
和

３
年
12
月
31
日
生
ま
れ
）

①
生
計
を
一
に
す
る
世
帯
内
の
第

　
三
子
以
降

②
市
民
税
所
得
割
合
算
額
が
７
７
，

　
１
０
１
円
未
満
で
あ
る
生
計
を

　
一
に
す
る
世
帯
内
の
第
二
子

支
給
対
象
者

　
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る

・
育
児
休
業
給
付
金
を
受
給
し
て

　
い
な
い

・
乳
児
を
保
育
所
等
に
入
所
さ
せ

　
て
い
な
い
等

 

御
坊
市

在
宅
育
児
支
援
事
業
給
付
金

の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？ 

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

～『日高地域消費生活相談窓口』から～

　電気の契約を切り替えると電気代が安くなると勧誘されても、料
金プランや算定方法などをしっかり説明してもらい、自分に合って
いるかよく検討することが大切です。電力会社等は、検針票に記載
されている顧客番号や供給地点特定番号などにより契約を行ってい
ます。記載情報を元に勝手に契約を切り替えられるケースもあるた
め、安易に教えないようにしましょう。
＜消費生活センターへ寄せられた事例＞
　契約中の大手電力会社の代理店を名乗る人が突然訪問し「電気代
が安くなる。電気の検針票を見せてほしい。」と言われ、理解しな
いまま申込書に署名し供給地点特定番号を書いてしまった。

検針票は見せないで！電気の契約切り替えトラブル！！

クーリング・オフができる場合もあります。困ったとき
は、すぐに消費者ホットライン 188 へご相談ください。

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9時～12時・13時～17時）※土日祝日年末年始は休み

◆問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9：00～12：00・13：00～17：00）※土日祝日年末年始は休み

　消費生活のトラブルについて、特にご注意いただきたい事例や相談件数の多い
事例についてお知らせします。

問
　
社
会
福
祉
課 

福
祉
児
童
係

　
☎
０
７
３
８
・
５
２
・
５
０
３
３

　
経
済
的
な
理
由
で
、
小
・
中
学

校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な

児
童（
生
徒
）の
保
護
者
の
方
に
、

学
用
品
費
・
学
校
給
食
費
・
修
学

旅
行
費
な
ど
の
就
学
に
か
か
る
費

用
の
一
部
を
援
助
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
就
学
援
助
制
度
の
認

定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
保
護
者

の
方
の
所
得
な
ど
に
つ
い
て
一
定

の
基
準
が
あ
り
ま
す
。

　
就
学
援
助
制
度
の
利
用
を
希
望

す
る
方
は
、
児
童（
生
徒
）が
通
学

し
て
い
る
各
学
校
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
　
教
育
委
員
会 

教
育
総
務
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
５

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の

　
　
　新
規
申
請
に
つ
い
て

知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
　
　「
就
学
援
助
制
度
」

環境衛生課
☎0738-23-5506

不燃・大型ごみ
を出す日

ステーションステーション

　
令
和
３
年
分
の
確
定
申
告
を
さ

れ
た
方
へ

　
納
期
限
は
次
の
と
お
り
で
す
。

振
替
納
税
を
利
用
の
方
は
事
前
に

預
貯
金
口
座
の
残
高
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

　
３
月
15
日
（
火
）

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税（
個
人
事
業
者
）

　
３
月
31
日
（
木
）

問
　
御
坊
税
務
署

　
☎
０
７
３
８
・
２
２
・
０
６
９
５

　
年
金
記
録
の
確
認
、
年
金
の
請

求
、
年
金
見
込
額
の
試
算
な
ど
、

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
に
つ
い
て

の
ご
相
談
・
手
続
き
を
お
受
け
し

ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
　
３
月
17
日
（
木
）

　
　
10
時
〜
11
時
30
分

　
　
13
時
〜
15
時

場
　
市
役
所
３
階
会
議
室

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

　※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

　
を
受
付
し
て
い
ま
す
。
）

電
話
予
約
方
法

　
自
動
音
声
に
よ
る
案
内
が
流
れ

ま
す
の
で
最
初
の
案
内
で
プ
ッ

シ
ュ
ボ
タ
ン
1
を
押
し
て
、
次
の

案
内
で
プ
ッ
シ
ュ
ボ
タ
ン
2
を
押

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
は
番
号
を
押
さ
ず
、
自
動

音
声
案
内
終
了
後
、
職
員
が
応
答

す
る
ま
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

問
　
国
保
年
金
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
市
役
所
で
開
催
し
て
い
る
年
金

相
談
会
と
は
別
に
田
辺
年
金
事
務

所
に
て
年
金
相
談
を
希
望
さ
れ
る

方
も
、
事
前
に
田
辺
年
金
事
務
所

に
電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

世
帯
主
の
方
は
、
申
請
を
お
急
ぎ

く
だ
さ
い
。

対
象
要
件

○
要
件
１

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持

者
が
死
亡
し
、
又
は
重
篤
な
傷

病
を
負
っ
た
世
帯

○
要
件
２

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る
生

計
維
持
者
の
収
入
減
少
が
見
込

ま
れ
、
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の

全
て
に
該
当
す
る
世
帯

①
事
業
収
入
や
給
与
収
入
な
ど
収

　
入
の
種
類
ご
と
に
見
た
収
入
の

　
い
ず
れ
か
が
、
前
年
の
収
入
と

　
比
べ
て
30
％
以
上
減
少
す
る
見

　
込
み
で
あ
る
こ
と

②
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
，０

　
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

③
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
種
類

　
の
所
得
以
外
の
前
年
の
合
計
所

　
得
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で

　
あ
る
こ
と

対
象
と
な
る
保
険
税

○
普
通
徴
収
の
場
合

　
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
期

限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の

○
特
別
徴
収
の
場
合

　
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令

和
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支

払
日
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の

申
請
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
が
わ
か
る
書
類

・
事
業
・
農
業
・
不
動
産
収
入
の
方

　
令
和
３
年
分
及
び
令
和
２
年
分

　
確
定
申
告
書
一
式
（
申
告
書
・

　
収
支
内
訳
書
等
）

・
給
与
収
入
の
方

　
事
業
所
よ
り
交
付
さ
れ
る
令
和

　
３
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

　
票
（
給
与
支
払
報
告
書
）

③
休
業
補
償
に
よ
る
保
険
金
や
損

　
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ
た

　
方
は
金
額
が
わ
か
る
書
類

　
（
た
だ
し
、
国
や
市
か
ら
給
付

　
さ
れ
た
支
援
金
及
び
給
付
金
は

　
除
く
）

締
　
令
和
４
年
３
月
31
日

※

締
め
切
り
を
過
ぎ
て
の
受
付
は
で
き

　
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

申
請
内
容
に
不
正
が
あ
っ
た
場

　
合
は
、
減
免
を
取
り
消
す
こ
と

　
に
な
り
ま
す
。

問
　
国
保
年
金
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【３月20日（日）】
　 ８：00～11：30
　平日・休日とも搬入許可申請書
　が必要です。
入手方法　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー（名田））

御坊市内のペットボトル
回収箱について

　現在、御坊市ではごみの減量
とリサイクル推進を目的とした
「ペットボトル回収箱」を市内
数ヶ所に設置しております。そ
こで回収されたペットボトルは
リサイクルされ「おぼん」や
「道路用マット」に生まれ変
わっています。
　回収箱に入れる時は、ペット
ボトルのキャップとラベルを取
り、中をきれいに洗ってくださ
い。設置場所については「ごみ
出しカレンダー」の下部に記載
しております。市民の皆さんの
リサイクルへのご協力よろしく
お願いします。

◇資源ごみ
　 １日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　 ８日（第２火曜日）
　29日（第５火曜日）
◇燃えないごみ
　15日（第３火曜日）
◇燃えない大型ごみ
　22日（第４火曜日）
☆スプレー缶、卓上カセットボ
　ンベ等は必ず中身を使い切っ
　てから穴をあけ、資源ごみと
　して出してください。　　
☆ライターは中身を使い切り、
　ガスを抜いてから燃えないご
　みとして出してください。

御
坊
税
務
署
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　お
知
ら
せ

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

田
辺
年
金
事
務
所
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　お
願
い

国
民
健
康
保
険
に

　
　
　
　加
入
者
の
皆
様
へ

広報ごぼう 令和４年３月号広報ごぼう 令和４年３月号9


